
豊川市広告掲載基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、豊川市広告掲載要綱（平成１８年１０月１３日施行）第

６条第２項の規定に基づき、広告掲載について必要な事項を定めるものとす

る。 

（広告全般に関する基本的な考え方） 

第２条 豊川市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でな

ければならないため、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信

頼性を持てるものでなければならない。 

 （広告を掲載しない業種等） 

第３条 次に掲げる業種の広告は、掲載しない。 

 ⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条に規定する風俗営業又はそれに類すると認める業種 

 ⑵ 消費者金融に関する業種 

 ⑶ たばこの製造に関する業種 

 ⑷ ギャンブルに関する業種 

 ⑸ 社会問題を起こしていると認める業種 

 ⑹ 法律に定めのない医療類似行為に関する業種 

 ⑺ 占い又は運勢判断に関する業種 

 ⑻ 興信所、探偵事務所等に関する業種 

 ⑼ 債権取立て、示談引受け等に関する業種 

 ⑽ 各種法令に違反している業種 

 ⑾ 前各号に掲げる業種のほか、市長が広告として適当でないと認める業種 

２ 次のいずれかに該当する者は、広告主となることができない。 

 ⑴ 前項に掲げる業種を業として行う者 

 ⑵ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者 

 ⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）による再生・更生手続中の者 

 ⑷ 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者 

 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）に規定する暴力団若しくは暴力団員又はそれらと密接な関係があると

認める者 

 ⑹ 豊川市における建設工事請負等の契約に係る指名停止措置要綱による指

名停止を受けている者又は指名停止後１年を経過していない者 



 ⑺ 市税及び国民健康保険料(税)の滞納のある者 

 ⑻ 前各号に掲げる者のほか、市長が広告主として適当でないと認める者 

（広告掲載の基準） 

第４条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。 

⑴ 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、

次のいずれかに該当するもの 

ア 誇大な表現（誇大広告）及び根拠のない表示や誤認を招くような表現 

例：「世界一」「一番安い」等 

イ 射幸心を著しくあおる表現 

例：「今が・これが最後のチャンス（今購入しないと次はないという意

味）」等 

ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの 

エ 虚偽の内容を表示するもの 

オ 法令等で認められていない業種、商法及び商品 

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等 

キ 責任の所在が明確でないもの 

ク 広告の内容が明確でないもの 

ケ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービ

スなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの 

⑵ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれ

かに該当するもの 

ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、

出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場 

合は、その都度適否を検討するものとする 

イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現 

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現 

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの 

オ ギャンブル等を肯定するもの 

カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの 

（ＷＥＢページに関する基準） 

第５条 ＷＥＢページへ掲載する広告に関しては、ＷＥＢページに掲載する広

告だけでなく、当該広告がリンクしている他のＷＥＢページの内容について

もこの基準を適用する。 

２ 他のＷＥＢページを集合し、情報提供することを主たる目的とするＷＥＢ

ページで、豊川市広告掲載要綱及びこの基準その他市が定める広告に関する



規定に反する内容を取り扱うＷＥＢページを閲覧者に斡旋し、又は紹介して

いるＷＥＢページの広告は、掲載しない。 

（その他の留意点） 

第６条 広告媒体所管課は、広告掲載の都度、前３条に規定するもののほか、

次に掲げる事項についても留意し、掲載の可否及び表示内容等を審査する。 

⑴ 割引価格を表示する場合は、対象となる元の価格の根拠が明示されてい

ること。 

例：「メーカー希望価格の３０％引き」等 

⑵ 比較広告の場合は、主張する内容が客観的に実証されていること。 

⑶ 安易さや安価さを強調する表現がされていないこと。 

⑷ 無料で参加・体験できることを謳った広告で、費用がかかる場合がある

際、その旨が明示されていること。 

⑸ 虚偽の表現がされていないこと。 

⑹ 広告においては、広告主の法人格、法人名、所在地、連絡先が明示され

ていること。また、連絡先については、固定電話とし、携帯電話、ＰＨＳ

のみは認めない。 

  法人格を有しない団体の場合は、責任の所在を明らかにするため、代表

者名、代表者住所、連絡先を明記するものとする。 

  ただし、豊川市広告審査委員会において、通称等により法人名・代表者

名等が類推され、責任の所在が明らかであると判断したものについては、

この限りではない。 

⑺ 肖像権及び著作権について、無断使用がされていないこと。 

⑻ アルコール飲料の広告については、未成年者の飲酒禁止の文言が明確に

表示されていること。 

  また、お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等飲酒を誘発するよう

な表現がされていないこと。 

⑼ 資格講座の場合、国家資格でないにも関わらず国家資格であるかのよう

な誤解を招く表現がされていないこと。 

  また、国家資格が必要な資格について、その講座だけで国家資格が取れ

るというような紛らわしい表現がされていないこと。 

⑽ 不当景品類及び不当表示防止法(昭和３７年法律第１３４号)第５条に

違反していないこと。 

⑾ 広告に関する規定がある次の法令等に違反していないこと。 

ア 医療法(昭和２３年法律第２０５号)第６条の５から第６条の７ 

イ 介護保険法(平成９年法律第１２３号)第９８条 



ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(昭和３５年法律第１４５号)第６６条から第６８条 

エ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和２２

年法律第２１７号)第７条 

オ 柔道整復師法(昭和４５年法律第１９号)第２４条 

カ 旅行業法(昭和２７年法律第２３９号)第１２条の７又は第１２条の８ 

キ その他業務、営業行為、商品等について規定している法令等 

⑿ 健康食品の広告については、健康増進法(平成１４年法律第１０３号)第

６５条第１項の規定を遵守したものであること。 

（広告媒体ごとの基準） 

第７条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容

及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するこ

とができる。 

附 則 

この基準は、平成１８年１０月１３日から実施する。 

この基準は、平成１９年 ４月 １日から実施する。 

この基準は、平成１９年１２月１１日から実施する。 

この基準は、平成２９年１１月 １日から実施する。 

この基準は、平成３０年 ４月 １日から実施する。 

この基準は、令和 ３年 ４月 １日から実施する。 

 


